
○
経
済
産
業
省
令
第
二
十
号

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
及
び
同
法
附
則
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
指
定
旧
供
給

地
点
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
指
定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

認
可
料
金
の
算
定

第
一
節

総
原
価
の
算
定
（
第
二
条
―
第
八
条
）

第
二
節

料
金
の
算
定
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）



第
三
章

届
出
料
金
の
算
定

第
一
節

供
給
約
款
届
出
料
金
の
算
定
（
第
十
二
条
―
第
十
五
条
）

第
二
節

供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
四
章

原
料
費
調
整
制
度
（
第
十
八
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

四
十
七
号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
ガ
ス
事
業

会
計
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
五
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



一

「
供
給
約
款
」
と
は
、
指
定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
約
款
（
第
十
九
条
に
お
い
て
は
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
約

款
）
を
い
う
。

二

「
旧
簡
易
ガ
ス
事
業
」
と
は
、
一
般
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
に
お
い
て
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
、
導
管
に
よ

り
こ
れ
を
供
給
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
一
の
団
地
内
に
お
け
る
ガ
ス
の
供
給
地
点
の
数
が
七
十
以
上
の
も
の
を
い
う
。

三

「
旧
特
定
ガ
ス
大
口
供
給
」
と
は
、
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
六
の
二
に

規
定
す
る
特
定
ガ
ス
大
口
供
給
に
相
当
す
る
供
給
を
い
う
。

四

「
旧
小
口
供
給
」
と
は
、
旧
簡
易
ガ
ス
事
業
に
係
る
供
給
の
う
ち
旧
特
定
ガ
ス
大
口
供
給
を
除
く
も
の
を
い
う
。

五

「
規
制
需
要
」
と
は
、
指
定
旧
供
給
地
点
需
要
を
い
う
。

六

「
非
規
制
需
要
」
と
は
、
旧
小
口
供
給
に
係
る
需
要
の
う
ち
規
制
需
要
を
除
く
も
の
を
い
う
。

第
二
章

認
可
料
金
の
算
定

第
一
節

総
原
価
の
算
定

（
総
原
価
の
算
定
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
で
設
定
す



る
料
金
（
以
下
「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
以

下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
原
価
算
定
期
間
と
し
て
、
供
給
地
点
群
に
お
け
る

全
て
の
供
給
地
点
（
宅
地
を
分
譲
す
る
形
態
の
供
給
地
点
群
に
あ
っ
て
は
、
供
給
開
始
時
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い

て
供
給
可
能
な
供
給
地
点
に
限
る
。
）
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
と
な
る
予
定
の
日
以
後
の
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
を
定

め
、
当
該
期
間
に
お
い
て
旧
簡
易
ガ
ス
事
業
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
原
価
に
利
潤
を
加
え
て

得
た
額
（
以
下
「
総
原
価
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
総
原
価
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
営
業
費
の
額
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
営
業
費
以

外
の
項
目
の
額
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
事
業
報
酬
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
ガ
ス
販
売
量
の
算
定
）

第
三
条

事
業
者
は
、
旧
簡
易
ガ
ス
事
業
に
係
る
ガ
ス
販
売
量
を
別
表
第
一
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
基
づ
き
算
定
し
、
様
式
第

一
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
形
固
定
資
産
投
資
額
の
算
定
）

第
四
条

事
業
者
は
、
有
形
固
定
資
産
投
資
額
を
別
表
第
二
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
基
づ
き
算
定
し
、
様
式
第
一
第
二
表
に
整



理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
費
の
算
定
）

第
五
条

事
業
者
は
、
営
業
費
と
し
て
、
別
表
第
三
第
一
表
（
１
）
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
額
を
、
様
式
第
一
第
三
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
費
以
外
の
項
目
の
算
定
）

第
六
条

事
業
者
は
、
営
業
費
以
外
の
項
目
と
し
て
、
別
表
第
三
第
一
表
（
２
）
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
算

定
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
、
様
式
第
一
第
四
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
酬
の
算
定
）

第
七
条

事
業
者
は
、
事
業
報
酬
と
し
て
、
別
表
第
三
第
二
表
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
、
様
式
第
一
第

五
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
原
価
の
整
理
）

第
八
条

事
業
者
は
、
総
原
価
と
し
て
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
営
業
費
、
営
業
費
以
外
の
項
目
及

び
事
業
報
酬
の
額
を
様
式
第
二
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
節

料
金
の
算
定

（
総
原
価
の
機
能
別
原
価
へ
の
配
分
）

第
九
条

事
業
者
は
、
総
原
価
を
別
表
第
四
に
掲
げ
る
配
分
式
に
基
づ
き
、
機
能
別
原
価
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目

に
配
分
し
、
様
式
第
二
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
需
要
原
価
固
定
費

二

製
造
需
要
原
価
変
動
費

三

供
給
需
要
原
価
固
定
費

四

供
給
需
要
原
価
変
動
費

五

需
要
家
原
価

（
機
能
別
原
価
の
需
要
種
別
原
価
へ
の
配
分
）

第
十
条

事
業
者
は
、
機
能
別
原
価
を
別
表
第
五
に
掲
げ
る
配
分
式
に
基
づ
き
、
需
要
種
別
原
価
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
項
目
に
配
分
し
、
様
式
第
二
第
三
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

供
給
約
款
料
金
原
価



二

非
規
制
需
要
料
金
原
価

三

旧
特
定
ガ
ス
大
口
供
給
料
金
原
価

（
供
給
約
款
認
可
料
金
の
設
定
）

第
十
一
条

事
業
者
は
、
供
給
約
款
認
可
料
金
を
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
供
給
約
款
料
金
原
価
を
基
に
、
ガ
ス
の

使
用
者
の
使
用
実
態
に
応
じ
た
ガ
ス
の
販
売
量
そ
の
他
の
想
定
値
を
基
準
と
し
て
複
数
の
需
要
群
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご

と
に
基
本
料
金
（
ガ
ス
の
販
売
量
に
か
か
わ
ら
ず
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
を
い
う
。
）
及
び
従
量
料
金
（
ガ
ス
の
販
売
量

に
応
じ
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
料
金
を
い
う
。
）
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
供
給
約
款
認
可
料
金
を
、
供
給
約
款
料
金
原
価
と
原
価
算
定
期
間
中
の
供
給
約
款
に
係
る
ガ
ス
の
販
売
量
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
供
給
約
款
認
可
料
金
に
よ
る
収
入
額
（
以
下
「
料
金
収
入
」
と
い
う
。
）
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
様
式
第
二
第
四
表
に
よ
り
供
給
約
款
料
金
原
価
と
料
金
収
入
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

届
出
料
金
の
算
定

第
一
節

供
給
約
款
届
出
料
金
の
算
定



（
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
二
条

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下｢

旧
法｣

と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

旧
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
（
以
下
「
供
給
約
款
届
出
料
金
」

と
い
う
。
）
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十

七
条
に
お
い
て
「
届
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
原
資
算
定
期
間
と
し
て
、
供
給
地
点
群
に
お
け
る
全
て
の
供
給
地
点
（

宅
地
を
分
譲
す
る
形
態
の
供
給
地
点
群
に
あ
っ
て
は
、
供
給
開
始
時
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
供
給
可
能
な
供
給

地
点
に
限
る
。
）
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
と
な
る
予
定
の
日
以
後
の
日
を
始
期
と
す
る
一
年
以
上
の
期
間
を
定
め
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ
り
、
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
上
限
値
方
式

二

総
括
原
価
方
式

（
届
出
上
限
値
方
式
に
よ
る
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
三
条

届
出
上
限
値
方
式
に
よ
り
供
給
約
款
届
出
料
金
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
届
出
事
業
者
は
、
効
率
化
成
果
等
（
届
出



事
業
者
が
原
資
算
定
期
間
に
お
け
る
経
営
の
効
率
化
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
費
用
の
削
減
額
を
見
積
も
っ

た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
旧
小
口
供
給
部
門
の
料
金
引
下
げ
原
資
（
供
給
約
款
又
は
非
規
制
需
要
に
係
る
供
給
条

件
（
以
下
「
非
規
制
需
要
供
給
条
件
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
の
引
下
げ
の
た
め
の
原
資
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
財
務
体
質
強
化
原
資
（
届
出
事
業
者
の
財
務
体
質
を
強
化
す
る
た
め
の
原
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
配
分
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
配
分
の
比
率
は
当
該
届
出
事
業
者
の
経
営
判
断
に
基
づ
き
任
意
に
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
届
出
事
業
者
は
、
同
項
の
旧
小
口
供
給
部
門
の
料
金
引
下
げ
原
資
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
配
分
方
法

に
よ
り
、
供
給
約
款
料
金
引
下
げ
原
資
（
供
給
約
款
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
原
資
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
非
規
制
需
要
料
金
引
下
げ
原
資
（
非
規
制
需
要
供
給
条
件
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
原
資
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
供
給
約
款
料
金
引
下
げ
原
資
と
非
規
制
需

要
料
金
引
下
げ
原
資
の
い
ず
れ
か
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
こ
れ
を
い
ず
れ
か
に
特
定
し
て
配
分
す
る
も
の
と

す
る
。

一

原
資
算
定
期
間
に
お
け
る
供
給
約
款
及
び
非
規
制
需
要
供
給
条
件
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
前
料
金
収
入
額
（
変
更
前
の
供



給
約
款
又
は
非
規
制
需
要
供
給
条
件
に
よ
り
設
定
さ
れ
て
い
る
料
金
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
料
金
収
入
を
い
う
。
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
比
率
に
よ
る
配
分

二

原
資
算
定
期
間
に
お
け
る
供
給
約
款
及
び
非
規
制
需
要
供
給
条
件
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
ス
の
販
売
量
の
需
要
想
定
の
比
率

に
よ
る
配
分

三

前
二
号
に
掲
げ
る
配
分
の
方
法
に
類
す
る
方
法
で
あ
っ
て
届
出
事
業
者
の
事
業
活
動
の
実
情
に
応
じ
た
合
理
的
か
つ
適

切
な
方
法
に
よ
る
配
分

３

第
一
項
の
届
出
事
業
者
は
、
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
、
供
給
約
款
の
変
更
前
料
金
収
入
額
か
ら
供
給
約
款
料
金

引
下
げ
原
資
を
差
し
引
い
た
額
を
算
定
し
、
様
式
第
三
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
四
条

総
括
原
価
方
式
に
よ
り
供
給
約
款
届
出
料
金
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
届
出
事
業
者
は
、
原
資
算
定
期
間
に
お
い
て

旧
簡
易
ガ
ス
事
業
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
原
価
に
利
潤
を
加
え
て
得
た
額
（
以
下
「
届
出
総

原
価
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
総
原
価
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
届



出
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項

前
項
の
総
原
価

第
十
四
条
第
一
項
の
届
出
総
原
価

第
七
条

算
定
さ
れ
る
額

算
定
さ
れ
る
額
及
び
届
出
事
業
者
が
効
率

化
成
果
等
を
財
務
体
質
強
化
原
資
に
配
分

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
額

第
十
条

供
給
約
款
料
金
原
価

届
出
供
給
約
款
料
金
原
価

非
規
制
需
要
料
金
原
価

届
出
非
規
制
需
要
料
金
原
価

旧
特
定
ガ
ス
大
口
供
給
料
金
原
価

届
出
旧
特
定
ガ
ス
大
口
供
給
料
金
原
価

３

第
一
項
の
届
出
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
額
並
び
に
供
給
約
款
の
変
更
前

料
金
収
入
額
及
び
供
給
約
款
の
料
金
引
下
げ
原
資
の
額
を
算
定
し
、
様
式
第
三
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
約
款
届
出
料
金
の
設
定
）

第
十
五
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
届
出
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、



第
十
一
条
中
「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
供
給
約
款
届
出
料
金
」
と
、
「
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
あ
る
の
は

「
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
、
「
原
価
算
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
算
定
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定

（
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
六
条

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
、
旧
法
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
七
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
（
以
下
「
現
行
供
給
約

款
料
金
」
と
い
う
。
）
を
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
原
料
費
の
変
動
額
（
石
油
石
炭
税
の
税
率
の
変
動
そ
の
他
の
石
油

石
炭
税
に
関
す
る
制
度
の
改
正
に
起
因
す
る
変
動
額
（
以
下
「
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額

を
基
に
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ

り
算
定
し
、
様
式
第
四
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

石
油
石
炭
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
石
油
石
炭
税
を
納
め
る
義
務
を
負
う
原
料
又
は
製
品
に
係
る
も
の
は
、
同
法
第



九
条
に
規
定
す
る
税
率
の
変
動
に
伴
う
単
価
変
動
額
及
び
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に
算
定
し
た
旧
小
口
供
給
部
門

に
係
る
ガ
ス
販
売
量
を
基
に
算
定
す
る
こ
と
。

二

石
油
石
炭
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
者
等
か
ら
購
入
す
る
原
料
又
は
製
品
に
係
る
も
の
は
、
同
法
第
九
条

に
規
定
す
る
税
率
の
変
動
に
伴
う
当
該
購
入
契
約
に
係
る
石
油
石
炭
税
の
単
価
変
動
額
及
び
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定

時
に
算
定
し
た
旧
小
口
供
給
部
門
に
係
る
ガ
ス
販
売
量
を
基
に
算
定
す
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
、
変
動
機
能

別
原
価
と
し
て
、
製
造
需
要
原
価
変
動
費
に
直
課
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
項
の
変
動
機
能
別
原
価
を
、
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に

お
け
る
第
十
条
の
配
分
方
法
に
基
づ
き
、
届
出
供
給
約
款
料
金
変
動
額
及
び
届
出
非
規
制
需
要
料
金
変
動
額
に
配
分
し
、
様

式
第
四
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
の
供
給
約
款
料
金
原
価
、
届
出
供

給
約
款
料
金
原
価
又
は
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
（
以
下
「
現
行
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
い
う
。
）
に
前
項
の
届

出
供
給
約
款
料
金
変
動
額
を
加
え
た
額
を
、
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
整
理
し
、
様
式
第
四
第
三
表
に
整
理



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
の
設
定
）

第
十
七
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
条
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
中
「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
」
と
、
「
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
あ
る
の
は

「
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
、
「
原
価
算
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に
お
け
る

原
価
算
定
期
間
若
し
く
は
原
資
算
定
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

原
料
費
調
整
制
度

第
十
八
条

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
旧
簡
易
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
原
料
の
価
格
（
以
下
「
原
料
価

格
」
と
い
う
。
）
の
変
動
が
頻
繁
に
発
生
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
原
料
価
格
の
変
動
に
応
じ
て
一
月
（
そ
の
旧

簡
易
ガ
ス
事
業
の
事
業
運
営
に
係
る
特
殊
事
情
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
調
整
を
一
月
ご
と
に
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旧
簡

易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
三
月
）
ご
と
に
、
当
該
期
間
の
開
始
日
に
、
次
項
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に

よ
り
供
給
約
款
料
金
（
供
給
約
款
認
可
料
金
、
供
給
約
款
届
出
料
金
又
は
供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
増
額
又
は
減
額
（
以
下
「
調
整
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
係
る
規
定
を
供
給
約
款
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

料
金
の
調
整
は
、
基
準
単
位
料
金
（
供
給
約
款
料
金
の
従
量
料
金
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
基
準
平
均
原
料
価
格
と
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
実
績
平
均
原
料
価
格
と
の
差
額
（
実
績
平
均
原
料
価

格
が
基
準
平
均
原
料
価
格
に
一
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
平
均
原
料
価
格
に
〇
・
六
を
乗

じ
て
得
た
額
）
に
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
原
料
価
格
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
ガ
ス
料
金
へ
の
換
算
係
数
を

百
で
除
し
て
得
た
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

基
準
平
均
原
料
価
格
は
、
供
給
約
款
認
可
料
金
の
申
請
の
日
又
は
供
給
約
款
届
出
料
金
の
届
出
の
日
の
直
近
の
三
月
間
に

公
表
さ
れ
た
原
料
価
格
の
円
建
て
貿
易
統
計
価
格
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
第
一

号
に
基
づ
く
統
計
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
価
格
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
と
す
る
。

４

実
績
平
均
原
料
価
格
は
、
調
整
を
行
う
月
の
五
月
前
か
ら
三
月
前
の
期
間
（
第
一
項
括
弧
書
に
掲
げ
る
旧
簡
易
ガ
ス
み
な

し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
調
整
を
行
う
三
月
間
の
初
め
の
月
の
五
月
前
か
ら
三
月
前
ま
で
の
期
間
）
に
お
け
る
原

料
価
格
の
円
建
て
貿
易
統
計
価
格
の
平
均
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

（
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
へ
の
準
用
）



第
十
九
条

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
供
給
約
款
（
旧
簡
易
ガ
ス
事
業
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
二
条
第
一
項

改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定

り
定
め
よ
う
と
す
る
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
又
は
変
更
し
よ

る
供
給
約
款

う
と
す
る
供
給
約
款
（
旧
簡
易
ガ
ス
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
十
二
条

第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し

る
旧
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変

よ
う
と
す
る
供
給
約
款
（
旧
簡
易
ガ
ス
事

更
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
十
六
条
第
一
項

改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項

改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項



別表第１（第３条関係）

ガス販売量に関する算定方法

１供給地点当たりのガスの月平均販売量の標準値※  ×　供給地点数　×　12

(注)供給地点数＝第２条第１項に規定する供給地点の数（以下同じ。）

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

別表第２（第４条関係）

有形固定資産投資額に関する算定方法

有形固定資産投資額は、建物及び償却資産投資額並びに土地投資額とする。

（イ）土地投資額

　この場合において土地の面積は、標準所要面積※の範囲内の面積とする。

（ロ）建物及び償却資産投資額

　１供給地点当たり建物及び償却資産投資額の標準投資額※  ×供給地点数

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

別表第３（第５条、第６条、第７条関係）

第１表

（１）営業費

原料費

労務費

１　宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から３年経過後に

　おいて供給可能な供給地点数によって所要の人員数を算定するものとする。

２　供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、

　適正な原価によることができるものとする。

修繕費

　ガス販売量は、次の算式により算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により
供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な数量によることができるものとする。

当該供給地点群に係る特定製造所用地
として有償で取得した土地の面積

× １ｍ2当たりの取得価格

　なお、複数の特定製造所を有する供給地点群にあっては、当該特定製造所に係るそれぞれの土地に
ついて算定するものとする。また、宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から３
年経過後において供給可能な供給地点数に応じた特定製造所に係る土地について算定するものとす
る。

　当該供給地点群に共同住宅（３層以上のものに限る。以下同じ。）と単独住宅とが併設されている
場合の導管に係る投資額については、それぞれに区分して算定するものとする。なお、供給地点群の
規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるもの
とする。

総原価の分類及び算定方法（営業費等）

項　　　目 算　　定　　方　　法

別表第２で求めた建物及び償却資産の
有形固定資産投資額

× 適正な修繕費率※

　なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるとき
は、適正な原価によることができるものとする。

別表第１により算定したガス販売量
× 適正な原料購入単価

産気率※

都道府県別の平均年間
労務費の標準値※

× 当該供給地点群の適正な所要人員数※



租税課金 Ａ．固定資産税は、別表第２で求めた有形固定資産投資額を基に課税標準を算定

　し、当該課税標準を基に税法の定めるところにより算定した適正な額とする。

Ｂ．事業税は、事業税を含まないガス料金原価を基礎として、税法の定めるところ

　により算定した適正な額とする。

Ｃ．道路占用料は、以下により算定するものとする。

　１供給地点当たり道路占用料の額※　×　供給地点数

減価償却費 　減価償却費の算定は、次の算式により定額法によって算定するものとする。

その他経費

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

（２）　営業費以外の項目

法人税及び地方 法人税及び地方法人税並びに住民税は、次の式により算定するものとする。

法人税並びに住 Ａ．法人税＝事業報酬額×事業報酬額中の自己資本相当分比率×法人税係数

民税（法人税割

に限る。）

Ｂ．地方法人税＝法人税×地方法人税率

Ｃ．住民税＝法人税×（道府県民税率＋市町村民税率）

第２表

総原価の算定方法（事業報酬）

　事業者の事業報酬額は、次の式により算定するものとする。

　別表第２で求めた有形固定資産投資額 × 事業報酬率※

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

項　　目 算　定　方　法

法人税係数＝
法人税率

１－｛法人税率＋法人税率×（地方法人税率＋道府県民税率＋市町村民税率）｝

別表第２で求めた建物及び償却資産の
有形固定資産投資額

× 償却率※

　その他経費は、原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用料及び減価償却
費の合計額に適正な経費率※を乗じて算定するものとする。ただし、供給地点群の
規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価による
ことができるものとする。



別表第４（第９条関係） 機　能　別　原　価　配　分　式

有形固定資産投資額

 Hc  Hf

 H  H

Ja Jb Jd Jｅ

Jc Jc Jf Jf
Ja Jb Jd Jｅ

Jc Jc Jf Jf

(注） １． Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｚは、経済産業大臣が別に告示する値とする。
２．表中の符号は、総原価の各項目の行と機能別原価項目（製造需要原価及び供給需要原価の各固定費・変動費並びに需要家原価）の列の組合せにより、当該
　　欄の数値を表すこととする（例：Ａｂは、原料費Ａを製造需要原価変動費ｂへ配分した値）。

（導管配分比率）

（労務費及び車両配分比率）

需要家原価 Ｚ

集合装置 ＰＤ

導管 ＰＦ

合計 Ｐ

供給需要原価(本支管分) Ｖ

M

O

建物及び償却資産 投資額(円)

土地 ＰＡ

建物 ＰＢ

容器 ＰＥ

メーター ＰＧ

備品 ＰＨ

車両 ＰＩ

（車両を除く合計） ＰＰ

需要家原価(供給管分) Ｗ

供給需要原価 Ｙ

構築物 ＰＣ

合計 Ma＋Na Mb＋Nb Oa＋Ob Md＋Nd Me＋Ne Od＋Oe Mg＋Ng

A

B

C

D

Q

E

I

K

L

N

F

G

H

J

Mf
Mf

Mf
Mg

×N
M

×N× ×N× ×N× ×N×
Md

小計　③ Ja+Ka+La  Jb+Kb+Lb Ma＋Mb Jd+Kd+Ld Je+Ke+Le  Md＋Me Jg+Kg+Lg

事業税 Na＋Nb Nd＋Ne
Mc
M

Ma
Mc

Mc
M

 Mb
 Mc

Mf
M

Me
M

×I
Hg
H

Id＋Ie

法人税
PA+PB+PC+PD+PE

×L×
PA+PB+PC+PD+PE

×L× La＋Lb
V×PF+PH+Y×PI

×L×
V×PF+PH+Y×PI

×L× Ld＋Le
W×PF+PG+Z×PI

×L
P P P P P

V×PF+PH+Y×PI
×K×

P

Hd＋Id He＋Ie  Jd＋Je Hg＋Ig

事業報酬額 Ka＋Kb×K×

P
PA+PB+PC+PD+PE PA+PB+PC+PD+PE

×K×

P
V×PF+PH+Y×PI

×K×

P
Kd＋Ke ×K

W×PF+PG+Z×PI

P

項目 総原価
製造需要原価

変動費　ｂ 計　ｃ

小計　② Ha＋Ia  Hb＋Ib Ja＋Jb

原料費

労務費

修繕費

固定資産税
PA+PB+PC+PD+PE

×D  Da＋Db

道路占用料

PB+PC+PD+PE
×E  Ea＋Eb

H
A
H

×

需要家原価　ｇ

×C
W×PF+PG+Z×PI

×C
PB+PC+PD+PE
 P － PA

固定費　ａ
供給需要原価

固定費　ｄ 変動費　ｅ 計　ｆ

Ａ

 P － PA

 Aa＋Ab

B×Y  Bd＋Be B×Z

車　両　分

車両分除く

小計　① Aa＋Ba＋Ca＋Da＋Qa＋Ga Ab＋Bb＋Cb＋Db＋Qb＋Gb Ad＋Bd＋Cd＋Dd＋Qd＋Gd

V×PF+PH+Y×PI
×D

Ed＋Fd

 P

減
価
償
却
費

Ed＋Ee
 W×PF＋PG

  PP － PA PP － PA  PP － PA

F×Y

V×PF＋PH

Ea＋Fa

Dd＋De
W×PF+PG+Z×PI

 Ca＋Cb ×C
V×PF+PH+Y×PI

P － PA
Cd＋Ce

 Hd＋He Ag＋Bg＋Cg＋Dg＋Qg＋Gg

×E

×D
P  P

Ga＋Gb

Ｑ

 Gd＋Ge

 Fd＋Fe

 Qd+Qe

Eg＋Fg

 F×Z

×Iその他経費 ×I  Ia＋Ib ×I×
B＋C＋D＋Q＋G

H
Hc

×I
H H

×
B＋C＋D＋Q＋G

H
Hf

×
A

Ae＋Be＋Ce＋De＋Qe＋GeHa＋Hb

×E

計



別表第５　（第10条関係）

需要種別への原価配分式

A円 E㎥ A/E [=a] E-(I+M) A-(Ia+Ma)

B円 F㎥ B/F [=b] F-(J+N) B-(Jb+Nb)

C円 G㎥ C/G [=c] G-(K+O) C-(Kc+Oc)

D円 H地点 D/H [=d] H-(L+P) D-(Ld+Pd)

（注） １．機能別原価の欄は、別表第４の配分後合計額を記入。なお、変動費計については、別表第４の

　製造需要原価及び供給需要原価の変動費の合計を記入。

２．配分基準の欄

　(1) ピーク月使用量は、供給約款分、非規制需要供給条件分及び旧特定ガス大口供給分の

　　合計のピーク月における使用量（実績又は想定）。

　(2) 延メーター通過量は、供給約款分、非規制需要供給条件分及び旧特定ガス大口供給分の

　　合計とし、延メーター通過量の算定方法は各メーター使用最大流量×各需要家数×12ケ月

　　の合計とする。

　(3) 延供給地点数は、供給地点数×12ヶ月の合計。

P×d [=Pd]

供給需要原価固定費計 延メーター通過量 K K×c [=Kc] O O×c [=Oc]

需要家原価計 延供給地点数 L L×d [=Ld] P

製造需要原価固定費計 ピーク月使用量 J J×b [=Jb] N

機能別原価

原単位 供給約款料金原価
非規制需要
料金原価

旧特定ガス
大口供給料金原価

配分基準 原単位 配分基準 金額 配分基準

変動費計 年間販売量 I I×a [=Ia] M

N×b [=Nb]

金額 配分基準 金額

M×a [=Ma]



様式第１（第３条、第４条、第５条、第６条、第７条関係）

第１表

ガスの販売量

１供給地点当たり月平均販売量(a1)×供給地点数(a2)×12＝ガスの販売量（Ａ）

（ａ１） （ａ２） （Ａ）

ｍ3／月 ｍ3／年

第２表

有形固定資産投資額

特定製造所別

項目

取得年月日

取得面積（b1） ｍ2 ｍ2 ｍ2

取得価額（b2） 円 円 円

１㎡当たり取得価額（b2/b1）（b3） 円／ｍ2 円／ｍ2 円／ｍ2

所要面積（b4） ｍ2 ｍ2 ｍ2

（Ｂ①）

円 円 円

投資額内訳

項　　目

建物

構築物

集合装置

容器

導管取替（Ｂ④）

上記以外

導管取替（Ｂ⑤）

上記以外

メーター

備品

車両(Ｂ⑥）

投資額①計（Ｂ②）

投資額②計（Ｂ③）

小計　Ｂ⑦（＝Ｂ②＋Ｂ③）

合計　Ｂ（＝Ｂ①＋Ｂ⑦）

（注） １．当該供給地点群に係る特定製造所が３以上の場合は、２の右に欄を追加して記載すること。

２．取得時期の異なる建物及び償却資産を有する場合は、取得時期ごとに欄を設けて記載すること。

３．「導管取替」欄は、原価算定期間中の導管の取替えに係る投資額を記載すること。

４．消費税法（昭和63年法律第108号）第９条第１項の規定により納税義務を免除された事業者

　（以下「免税事業者」という。）にあっては、建物及び償却資産について、１供給地点当たりの投

　資額に消費税等相当額を加算し、投資額を算定すること。

土
地

1 2 計 備考

年　月　日 年　月　日

土地投資額（b3/b4）

－

－

建
物
及
び
償
却
資
産

導
管

共同
住宅

単独
住宅

１供給地点当たり
投資額（円）

供給
地点数

投資額①（円） 投資額②（円）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－



第３表

（Ａ） （ｃ１） （ｃ２）

ｍ3／年 ｍ3／kg kg／年

原料購入単価 (ｃ３)　　×　  原 料 の 数 量 （ｃ２）　＝　　原　料　費 (Ｃ)

（免税事業者）

原料購入単価 (ｃ３)　　×　 原料の数量（ｃ２）×（１＋消費税等税率）＝ 原 料 費 (Ｃ)

（ｃ３） （ｃ２） （Ｃ）

円／kg kg／年 円

（注） 原料購入先及び購入単価を説明する資料を添付のこと。

１供給地点当たり所要人数(ｄ１)　×　 供給地点数(ｄ２)　 ＝　所要人員数（ｄ３）

（ｄ１） （ｄ２） （ｄ３）

人 人

１人当たり年間平均労務費(ｄ４) × 所要人員数（ｄ３） ＝ 労　務　費 (Ｄ)

（ｄ４） （ｄ３） （Ｄ）

円 人 円

建物及び償却資産投資額(Ｂ⑦－Ｂ④－Ｂ⑤)　×　修繕費率(ｅ1)   ＝   修繕費（Ｅ①）

（免税事業者）

建物及び償却資産投資額(Ｂ⑦-Ｂ④-Ｂ⑤)×修繕費率(ｅ１)×(１＋消費税等税率） ＝　修繕費（Ｅ①）

（Ｂ⑦－Ｂ④－Ｂ⑤） （ｅ１） （Ｅ①）

円 円

導管取替に係る投資額（Ｂ④＋Ｂ⑤） ×　修繕費率(ｅ２) 　＝ 　修 繕 費（Ｅ②）


（免税事業者）

導管取替に係る投資額 (Ｂ④＋Ｂ⑤)  ×   修繕費率(ｅ２)  × (１＋消費税等税率) ＝  修繕費(Ｅ②)

（Ｂ④＋Ｂ⑤） （ｅ２） （Ｅ②）

円 円

修繕費（Ｅ）（Ｅ①＋Ｅ②） 円

〔土　地〕

（ｆ１） （ｆ２） （Ｆ①）

円 円

（注） ｆ１は、土地投資額Ｂ①を基に算定した額とする。

〔建物及び償却資産〕

1 1

2 2

（Ｂ②） （Ｂ③） （ｆ３） （ｆ４）

円 円 円

（ｆ４） （ｆ２） （Ｆ②）

円 円

（注） 軽減係数ｆ３は、経済産業大臣が別に告示する値を用いるものとする。

固定資産税（Ｆ）（Ｆ①＋Ｆ②） 円

×
消費税法に規定す
る消費税率

建物及び償却資産に係る固定
資産税（Ｆ②）

＝

）＋（Ｂ③×軽減係数（ｆ３）×
建物及び償却資産に係
る課税標準額（ｆ４）

×地方税法に定める標準税率（ｆ２）
建物及び償却資産に係る

課税標準額（ｆ４）

営業費項目別算定明細表

（１）原料費

＝
（注）消費税等税

率

（固定資産税）

建物及び償却
資産投資額

（Ｂ②× ）＝

ガスの販売量（Ａ）÷産気率（ｃ１）＝原料の数量（ｃ２）

地方税法に規定す
る地方消費税率

１＋

（２）労務費

（３）修繕費

（４）租税課金

標準所要面積の範囲内の面積に係
る固定資産税評価額（ｆ１）

× 地方税法に定める標準税率（ｆ２） ＝
土地に係る固定資
産税（Ｆ①）



（ｇ１） （ｇ２） （Ｇ）

円 円

１供給地点当たりの占用料(ｈ１)  ×  供給地点数(ｈ２) 　＝ 　道路占用料(Ｈ)

（ｈ１） （ｈ２） （Ｈ）

円 円

（Ｂ⑦－Ｂ⑥） （ｉ１） （Ｉ①）

円 円

車両投資額 (Ｂ⑥)　×　償却率 (ｉ２) ＝　減価償却費（Ｉ②）

（Ｂ⑥） （ｉ２） （Ｉ②）

円 円

減価償却費（Ｉ）（Ｉ①＋Ｉ②） 円

（免税事業者）

（ｊ１） （ｊ２） （Ｊ）

円 円

第４表

（Ｌ） （ｋ１） （ｋ２） （Ｋ①）

円 円

　　法人税（Ｋ①）　×　地方法人税法に定める税率（ｋ３）　＝　地方法人税（Ｋ②）

（Ｋ①） （ｋ３） （Ｋ②）

円 円

　　法人税（Ｋ①）　×　地方税法に定める標準税率（ｋ４）　＝　住民税（Ｋ③）

（Ｋ①） （ｋ４） （Ｋ③）

円 円

円

第５表

有形固定資産投資額（Ｂ）×　標準報酬率 (ｌ１)　＝　事業報酬額（Ｌ）

（Ｂ） （ｌ１） （Ｌ）

円 円

（注） 第14条第２項において準用する第７条の規定により財務体質強化原資を設けるときは、該当する欄を

　　事業報酬額の欄の下に設け、財務体質強化原資の額を加えた額を記載し、これを除いた額を括弧内に記

　　載すること。

事業報酬額（Ｌ）　×
事業報酬額中の自己資
本相当分比率（ｋ１）

× 法人税係数（ｋ２） ＝　法人税(Ｋ①)

営業費以外の項目算定明細表

（道路占用料）

（住民税（法人税割に限る。））

（地方法人税）

（法人税）

（事業税）

＝ 事業税（Ｇ）
１－事業税率

×償却率 (ｉ１) ＝ 減価償却費（Ｉ①）

（６）その他経費

原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用料、
減価償却費、その他経費、事業報酬額、法人税及び地

方法人税（住民税を含む。）の合計額（ｇ１）
×

事業税率（ｇ２）

（５）減価償却費

建物及び償却資産(車両を除
く｡)投資額 (Ｂ⑦－Ｂ⑥)

×諸経費率（ｊ２）＝その他経費（Ｊ）
原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用
料及び減価償却費の合計額(ｊ１)

原料費、労務費、修繕費、固定資産
税、道路占用料及び減価償却費の合計
額(ｊ１)

事業報酬算定明細表

 ＝ その他経費(Ｊ)
× 諸経費率(ｊ２) × (１＋消費

税等税率)

法人税及び地方法人税並びに住民税（Ｋ） （Ｋ①＋Ｋ②＋Ｋ③）



様式第２（第８条、第９条、第10条、第11条関係）

第１表

ｍ3／年

円

（注） １．本表の個別原価項目については、仕入れに対する消費税等相当額を含まないこと。ただし、免税

　事業者にあっては、原料費、修繕費及びその他経費に消費税等相当額を含んで計上すること。

２．１ｍ3当たり単価は、総原価をガスの販売量で除して算定し、小数点以下第３位を四捨五入し記載
　すること。

３．第14条第２項において準用する第７条の規定により財務体質強化原資を設けるときは、該当する

　欄を事業報酬額の欄の下に設け、事業報酬額の欄には財務体質強化原資の額を加えた額を記載し、こ

　れを除いた額を括弧内に記載すること。

第２表

（注） 第14条第２項において準用する第７条の規定により財務体質強化原資を設けるときは、該当する欄を

   事業報酬額の欄の下に設け、事業報酬額の欄には財務体質強化原資の額を加えた額を記載し、これを除い

   た額を括弧内に記載すること。

そ の 他 経 費

小　　　　　計

事 業 報 酬 額

法人税及び地方法人
税並びに住民税 住民税（法人税割

に限る。）

１ ㎥ 当 た り 単 価

機能別原価配分集計表

項　　　目
製造需要原価 供給需要原価

固 定 資 産 税

需要家原価

項 目 金　　　　　　　　　額（円） 構 成 比 （ ％ ）

個
別
原
価
項
目

法 人 税

労 務 費

修 繕 費

道 路 占 用 料

合　　　計（総原価）

ガ ス の 販 売 量

変動費 固定費 変動費

合　　　　計

減 価 償 却 費

そ の 他 経 費

事 業 報 酬 額

法人税・地方法人税・住
民税（法人税割に限
る。）

事 業 税

原 料 費

労 務 費

（単位：円）

租税課金

固 定 資 産 税

事 業 税

道 路 占 用 料

減 価 償 却 費

原 料 費

修 繕 費

地  方  法  人  税

固定費

総　原　価　整　理　表



第３表

変動費計 年間販売量比 円／ｍ3

製造需要原価固定費 ピーク月販売量比 円／ｍ3

供給需要原価固定費 延メーター通過量比 円／ｍ3

需要家原価 延供給地点数比 円／地点

供給約款料金原価 (円) 非規制需要料金原価 (円) 旧特定ガス大口供給料金原価(円)

第４表

様式第３（第13条、第14条関係）

第１表

（原資算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

金　　　　額（円）

供給約款料金引下げ

原資の内訳

その他

合計（Ａ）

供給約款の変更前料金収入（Ｂ）

届出供給約款料金原価（Ｂ）－（Ａ）

供給約款分のガス販売量（ｍ3）
（注） 供給約款分のガス販売量とは、供給約款によるガスの販売量の需要想定をいう。

第２表

（原資算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

金　　　　額（円）

届出総原価

（財務体質強化原資） （　　　　　　　　　）

届出供給約款料金原価

供給約款の変更前料金収入

供給約款料金引下げ原資

供給約款分のガス販売量（ｍ3）
（注） 供給約款分のガス販売量とは、供給約款によるガスの販売量の需要想定をいう。

総括原価方式による料金引下げ原資等整理表

届出上限値方式による料金引下げ原資等整理表

需要種別原価整理表

機能別原価 配分基準 原単位

供給約款料金原価と料金収入の比較表

供給約款料金原価（ａ）
（円）

ガスの販売量（ｂ）

（ｍ3）

平均単価（ａ／ｂ）

（円／ｍ3）

想定料金収入
（円）



様式第４（第16条、第17条関係）

第１表

（単位：円）

項　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

石油石炭税相当額

税率変動前（Ａ）

税率変動後（Ｂ）

差額（Ｃ）＝（Ｂ）－（Ａ）

第２表

（単位：円）

部門別原価の項目 金　　　　　　　　　　額

製造需要原価変動費

届出供給約款料金変動額

届出非規制需要料金変動額

（注） 該当事項がないときは、空欄とすること。

第３表

（単位：円）

金　　　　　　　　　　額

届出供給約款料金変動額

現行供給約款料金原価

変動額届出供給約款料金原価

需要種別原価整理表

変動額届出供給約款料金原価整理表

石油石炭税変動相当額整理表



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
簡
易
ガ
ス
事
業
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
の
廃
止
）

２

簡
易
ガ
ス
事
業
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
四
号
。
以
下
「
旧
算
定
規
則
」
と
い
う

。
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
同
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た

供
給
約
款
と
み
な
さ
れ
た
旧
供
給
約
款
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旧
供
給
約
款
を
い
う
。
）
で
設
定
さ
れ
て
い
る
料
金
を

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項

改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
、
旧
法
第
十

改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

七
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

の
法
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い



十
七
条
第
三
項

て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
、

第
三
項

第
十
六
条
第
四
項

第
十
条

旧
算
定
規
則
第
十
条
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